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会 議 録 
 

１ 会議名 

  令和 2年度第 3回上越市地域公共交通活性化協議会 

 

２ 議題 

⑴ 協議事項 

議案第 1号 令和 2年 10月に行うバス路線の再編について 

議案第 2号 自家用有償旅客運送の更新登録について 

⑵ 報告事項 

報告第 1号 令和 2年度公共交通利用促進事業の進捗について 

 

３ 開催日時 

  令和 2年 7月 31日（金） 午後 1時 30分から 2時 30分まで 

 

４ 開催場所 

  上越市春日謙信交流館 集会室 

 

５ 傍聴人の数 

  0人 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 出席した人 

  委 員：池田浩、大谷一人、北嶋宏海、白石雅孝（代理：田村治）、牧野章一、内山松

男、岩崎義一（代理：山本登美男）、波塚泰一、岡村厚（代理：牛嶋眞）、小

林良一、小山修、田原憲市、大田尊博、齋藤光雄、小口幹久、岩澤正明、佐藤

二三夫、柳沢幸也、田内洋二、綿貫寿造、吉崎譲、佐々木凜太郎 

  事務局：若山課長、木南副課長、佐野係長、町田主任、大熊主任、横木主事（交通政策課） 

  関係課：石曽根係長（共生まちづくり課）、北島課長（福祉課）、橋本副課長（高齢者

支援課）、手塚参事（学校教育課） 

 

８ 内容 

１ 開会 

（事務局） （開会のあいさつ） 

 

２ 会長あいさつ 

（池田会長） 

 

委員の皆様におかれましては、ご多用の中ご出席いただき、誠にあり

がとうございます。 
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前回の会議から 1 か月半程が経過しましたが、依然として新型コロナ

ウイルスは収束に至っていない状況であり、交通事業者の皆様におかれ

ましては、感染のリスクと不安を抱えながら、エッセンシャルワーカー

として高い使命感を持って、毎日の通勤や通学など市民生活を支えてい

ただいておりますことに心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上

げます。 

前回の協議会で報告させていただきましたが、当市では、国の「新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の第 1 次補正予算分を

活用し、市内公共交通機関への広告の掲載と、プレミアム付タクシー券

事業への補助を行うことで、交通事業者の皆様の取組を支援していると

ころであります。 

これに加えまして、国の第 2 次補正予算で措置されました臨時交付金

を活用しまして、第三セクターの鉄道会社が保有します鉄道車両や駅

舎、また、市内を運行する路線バスやタクシーにおける感染防止対策の

ための設備や物品等の購入に対する経費を補助させていただくことにつ

いて、先日 29 日に開催された市議会 7 月臨時会において議決をいただき

ました。 

交通事業者の皆様におかれましては、国や県、市の支援制度を活用い

ただきながら、引き続き感染防止に万全を期していただくようお願い申

し上げます。 

さて、交通事業者の皆様におかれましては、この夏に向けて様々な事

業に取り組むものと伺っております。 

上越市ハイヤー協会会員であるタクシー事業者においては、先ほどお

話ししました市の補助金を活用され、プレミアム付タクシー券を今月 15

日に発売されました。 

頸城自動車及びグループ会社では、小・中・高校生を対象とした「夏

休み『バス乗車体験』キャンペーン」を明日から実施する予定と伺って

おります。 

鉄道では、えちごトキめき鉄道が開業 5 周年にちなんだ各種特別列車

の運行を予定しており、8 月は、普段は公開していない上越地域の鉄道

遺産の見学ができるコースと、夕暮れの日本海を眺めながらビールを楽

しめるコースを運行すると伺っております。 

また、北越急行ではこれまで上映を休止していた「ゆめぞら」が 8月 2

日から上映を再開する予定と伺っており、これらの取組が、公共交通の

利用者の増加に繋がることを期待しております。 

本日の協議会には、協議事項が 2 件、報告事項が 1 件提案されており

ます。10 月からのバス路線の再編に係る案件が提案されておりますの

で、それぞれ、慎重審議をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきま

す。 
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（事務局） ありがとうございました。 

続きまして、会議の成立についてです。 

委員数25人に対しまして、出席委員数は、代理出席による議決権のあ

る方を含めまして22人です。よって、会則第8条第2項の規定により過半

数を超えておりますので、本会議は成立しておりますことをご報告いた

します。 

それでは、これから議案に移りますが、議長は会則第8条第1項の規定

によりまして、池田会長から務めていただきます。池田会長よろしくお

願いします。 

  

（池田会長） 議長を務めさせていただきます。それでは、協議事項に移ります。 

 

３ 協議事項 

（池田会長） 次第の「３ 協議事項」、議案第1号「令和2年10月に行うバス路線の

再編について」ですが、議案書1ページ及び2ページの表にありますとお

り、今回は10路線の再編を予定しております。 

路線の数が多いため、区ごとに質疑応答を行い、最後に、議案全体に

ついて採決を行いたいと思います。 

 

それでは、初めに、浦川原区における再編について、事務局から説明

をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第1号を説明） 

  

（池田会長） 今ほどの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手を

お願いします。 

  

 （発言なし） 

  

 続きまして、柿崎区における再編について、説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第1号を説明） 

  

（池田会長） 今ほどの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手を

お願いします。 

  

 （発言なし） 

  

 続きまして、中郷区における再編について、説明をお願いします。 
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（事務局） （会議資料に基づき、議案第1号を説明） 

  

（池田会長） 今ほどの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手を

お願いします。 

  

 （発言なし） 

  

 続きまして、板倉区及び清里区における再編について、説明をお願い

します。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第1号を説明） 

  

（池田会長） 今ほどの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手を

お願いします。 

  

 （発言なし） 

  

 続きまして、三和区における再編について、説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第1号を説明） 

  

（池田会長） 今ほどの説明について、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手を

お願いします。 

  

 （発言なし） 

  

 議案第1号の全体を通して、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手

をお願いいたします 

  

（大田委員）  関山ルートは妙高市がフィーダーの認定をしているところですが、デ

マンド便を定時定路線便に変更した場合、認定を受けることが難しくな

ります。今回は、デマンド便の便数自体が変わっていないので影響はあ

りませんが、今後、デマンド便を定時定路線便にしたり定時定路線便を

デマンド便にしたりすることで、補助金が減ってしまうことも考えられ

ますので、妙高市とよく協議してもらうとともに、当局にもご相談いた

だきたい。 

  

（事務局）  再編後の更なる見直しが想定されますので、その際は、相談に乗って

いただきたいと思います。 
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（池田会長） それでは、議案第1号について、原案のとおり承認することとしてよろ

しいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第1号は原案のとおり承認さ

れました。 

  

 続きまして、議案第2号「自家用有償旅客運送の更新登録について」事

務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、議案第2号を説明） 

  

（池田会長） 今ほど説明のありました議案第2号について、ご意見、ご質問等がござ

いましたら、挙手をお願いします。 

  

 （発言なし） 

  

 それでは、議案第2号について、原案のとおり承認することとしてよろ

しいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

 ご異議ないものと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり承認さ

れました。 

 

ここで、5分間の換気を行います。 

 

（換気） 

 

４ 報告事項  

（池田会長） それでは、会議を再開いたします。 

続きまして、次第の「４ 報告事項」についてであります。 

報告第1号「令和2年度公共交通利用促進事業の進捗について」事務局

から説明をお願いします。 

  

（事務局） （会議資料に基づき、報告第1号を説明） 

  

（池田会長） 今ほど説明のありました報告第1号について、ご意見、ご質問等がござ

いましたら、挙手をお願いします。 
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（佐々木委員）  新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない状況の中、交通事業者

の皆様におかれましては、公共交通維持のため様々な取組にご協力いた

だきまして、改めてお礼申し上げます。 

 利用促進事業についてですが、このような時だからこそ、利用促進事

業を前向きなメッセージとして取り組んでもらえたらと思います。 

 バス乗車体験キャンペーンが明日から行われると伺っておりますが、

学生の夏休み期間の短縮により遠出が難しくなることや、新型コロナウ

イルス感染症の懸念等により、マイクロツーリズムといった近場へのお

出かけが注目されているため、特に今年のキャンペーンは夏休み期間の

行動とより密接になるものと思いますので、地域の魅力のPRと合わせて

キャンペーンの実施・周知を行ってもらえたらいいと思います。周知に

当たっては、楽しそうな写真で実際の様子をご紹介いただけると、明る

い話題になると思います。 

 こういった厳しい時代だからこそ、このような取組により公共交通を

維持してもらいたいと思いますので、今後ともご協力をお願いします。 

  

（池田会長） ありがとうございました。 

市としても、市の広報で「身近な観光スポットに出かけよう」といっ

た特集を掲載し、また、宿泊料金の割引を行い、市内の宿泊を促進する

ための取組を行っております。 

今ほどのご意見を参考にしながら、市としても更に取り組んでいきた

いと思います。 

 

以上をもちまして、予定していた議案の審議を終了させていただきま

す。 

委員の皆様から、何かご発言等ありますでしょうか。 

  

 （発言なし） 

  

（池田会長） なお、本日「意見シート」をお配りしていますので、議案の内容等

で、何かお気付きの点がございましたら、「意見シート」などを活用い

ただき、事務局へご連絡くださいますようお願いします。 

それでは、全ての審議が終了しましたので、議長の任を解かせていた

だきます。 

 

５ その他  

（事務局） 

 

 

続きまして、次第の「５ その他」に移ります。 

事務局から1点ご連絡があります。 

次回の協議会は、9月の開催を予定しております。詳しい内容は、書面

にてご連絡させていただきますので、よろしくお願いします。 
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６ 閉会  

（事務局） （閉会のあいさつ） 

                            以上 

 

９ 問合せ先 

  企画政策部交通政策課地域交通係 TEL：025-545-9207 

E-mail：kotsu@city.joetsu.lg.jp 

 

10 その他 

  別添の会議資料も併せてご覧ください。 

 

 


